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岡崎市地域協働推進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域の諸課題の解決及び地域コミュニティの活性化のために

学区総代会又は地縁組織が行う地域活動に対し、予算の範囲内において交付する

岡崎市地域協働推進事業費補助金（以下「補助金」という。）に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（規則との関係） 

第２条 補助金の交付に関しては、岡崎市市費補助金等に関する規則（昭和34年岡

崎市規則第３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定め

るところによる。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 地縁組織 町内会、学区社会教育委員会その他の一定の地域に住む人たちが

地域住民間の相互扶助を目的として活動する団体であって、次に掲げる要件の

全てを満たすものをいう。 

ア 岡崎市内を主な活動範囲としているもの 

イ 定款、規約、会則等を有しているもの 

ウ 団体としての運営及び会計処理が適正に行われているもの 

エ ５人以上で構成されているもの 

⑵ 地域活動 市内において自発的に行われる良好な地域社会の維持及び形成に

資する地域的な共同活動をいう。 

（補助対象となる事業） 

第４条 補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、学区総代会又

は地縁組織と市の役割分担が明確かつ実現可能な取組であって、次の要件を備え

ているものとする。 

⑴ 公益的な事業であって、協働で実施することにより地域課題の解決が期待で

きるもの 

⑵ 具体的な効果や成果が期待でき、市民サービスの向上が期待できるもの 

⑶ 協働の役割分担が明確かつ妥当で、協働で実施することにより相乗効果及び

地域力の向上が期待できるもの 

⑷ 団体の特性を生かして申請団体が主体的に取り組めるもの 

⑸ 実施計画、予算の見積り等が適正であり、実現可能性があるもの 

⑹ 地域と市が信頼関係を築き、共に理解し合いながら意欲的に取り組むことが

できるもの 
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２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は対象としない。 

⑴ 特定の個人又は団体が利益を受ける事業に係るもの 

⑵ 交流行事等の親睦を主な目的とするもの 

⑶ 政治、宗教、選挙又は営利を目的とするもの 

⑷ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの 

⑸ 施設等の建設、整備及び修繕を目的とするもの 

⑹ 岡崎市から他の制度による補助金等を受けているもの  

⑺ その他市長が不適当であると認めるもの 

（実施期間及び事業数） 

第５条 補助事業として実施する期間は、単年度とする。また、３年を限度に同一

事業を連続して実施することができる。ただし、さらに継続して実施することが

必要と市長が認める事業については、３年を超えて実施することができる。 

２ 補助事業として実施する事業数は、１年度につき１学区で３事業以内とし、２

つ以上の学区が共同で事業を実施する場合は、それぞれの学区において、当該事

業を実施するものとして事業数を数える。 

（申請者の資格） 

第６条 補助金の交付を申請することができる者は、学区総代会長又は学区総代会

長が推薦する地縁組織の代表者とする。 

 （補助対象経費） 

第７条 補助対象経費は、補助事業に直接必要な経費で別表に定めるところによる。 

 （補助金の限度額及び補助率） 

第８条 補助金の額は、補助対象経費の合算額に10分の10を乗じて得た額とし、予

算の範囲内において１年度につき１学区25万円を上限とする。ただし、国、地方

公共団体その他の機関から補助金等を受けている場合は、補助対象経費の合算額

から当該補助金等の金額を控除するものとする。また、２つ以上の学区が共同で

事業を行う場合は、１学区25万円を上限に共同で事業を行う学区毎の金額を合算

した額とする。 

２ 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨

てるものとする。 

 （交付申請） 

第９条 市長は、別に期間等を定めて、学区総代会長に対して事業の提案の募集を

行うものとする。 

２ 補助金を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業毎に

岡崎市地域協働推進事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる

書類を添えて事業に着手する前に提出しなければならない。 

 ⑴ 事業計画書 
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 ⑵ 収支予算書 

 ⑶ 役員名簿 

⑷ 定款、規約、会則等 

⑸ 推薦書（学区総代会以外の団体が事業を実施する場合のみ） 

⑹ 理由書（第５条第１項ただし書きに該当する場合のみ） 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第10条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と

認めたときは、補助金の交付決定をし、岡崎市地域協働推進事業費補助金交付決

定通知書（様式第２号）により補助事業者に通知するものとする。この場合にお

いて、必要な条件を付すことができる。 

 （事業内容の変更） 

第11条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ岡

崎市地域協働推進事業費補助金変更承認申請書（様式第３号）に次の各号に掲げ

る書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

⑴ 変更事業計画書 

⑵ 変更収支予算書 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

 （変更承認） 

第12条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と

認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、又は条件を付すことができるもの

とし、その場合には岡崎市地域協働推進事業費補助金変更承認通知書（様式第４

号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （複数事業） 

第13条 学区総代会長は、１年度につき１学区で３事業以内の複数事業を実施する

場合にあっては、第９条に規定する申請書を提出する際又はその前までに、複数

事業調書（様式第７号）を提出しなければならない。その場合、各事業の補助金

の額を合計したものの上限は25万円とする。 

２ 学区総代会長は、複数事業調書を提出した後にその内容を変更する場合は、第

11条に規定する申請書を提出する際又はその前までに、複数事業変更調書（様式

第８号）を提出しなければならない。 

 （実績報告） 

第14条 補助事業者は、補助事業完了の日以後30日以内（30日以内に当該年度の末

日が到来する場合にあっては、当該年度の末日までの間）に、岡崎市地域協働推

進事業費補助金実績報告書（様式第５号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長

に提出しなければならない。 
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⑴ 事業報告書 

⑵ 収支決算書 

⑶ 事業に支出した領収書の写し 

⑷ 事業に係るパンフレット及び写真 

⑸ その他市長が必要と認めるもの 

２ 第13条の規定による複数事業調書（様式第７号及び様式第８号）を提出したと

きは、前項各号に掲げるもののほか、最後の補助事業完了の日以後30日以内（30

日以内に当該年度の末日が到来する場合にあっては、当該年度の末日までの間）

に、複数事業実績報告書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

 （額の確定） 

第15条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査

し、必要に応じて現地での検査を行い、事業の成果が補助金の交付決定の内容及

びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

岡崎市地域協働推進事業費補助金交付額確定通知書（様式第６号）を補助事業者

に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第16条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提

出しなければならない。 

（交付の時期） 

第17条 市長は、補助金額の確定後、補助事業者からの請求により補助金を交付す

る。ただし、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交

付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。 

２ 概算払を受けようとする補助事業者は、第10条の規定による交付決定通知後、

請求書を市長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定により概算払を受けた補助事業者は、補助金額の確定後、速やかに

補助金を精算しなければならない。 

（補助金の返還） 

第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付し

た補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

⑴ 虚偽その他不正な行為により補助金を受けたとき。 

⑵ 市長の承認を受けず補助事業の内容又は経費の配分を変更したとき。 

⑶ 市長が適当でないと認めたとき。 

（雑則） 

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。 

 

 



 

5 
 

   附 則 

１ この要綱は、平成26年４月１日から施行する。  

２ この要綱は、令和10年３月31日限りその効力を失う。ただし、同日以前にこの

要綱の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日

以降もなおその効力を有する。 

   附 則 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成31年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表（第７条関係） 

１ 補助対象経費 

 

２ 次に掲げるものは、補助金の対象経費としない。 

⑴ 飲食に要する経費（例外として作業時の飲料費のみ対象） 

⑵ 団体の構成員等に対する交通費等の各種手当、人件費及び労務に対する対価 

⑶ 10万円以上の備品その他財産の取得等に係る経費 

⑷ 他団体等への補助金、負担金等 

⑸ 積立金及び預金 

⑹ 会員、関係者、関係団体等に対する慶弔費、懇親会費、見舞金等の交際費及び

これに類する経費 

⑺ 団体の経常的な運営に関する経費（事務所の光熱水費、家賃など） 

⑻ 支出が領収書等で確認できない経費 

⑼ その他社会通念上公金で賄うことがふさわしくないと考えられる経費 

  

項目 内容 

⑴ 消耗品費 事業の実施に必要な消耗品費 

⑵ 印刷製本費 チラシや冊子等の印刷費 

⑶ 燃料費 作業等に必要な機材等の燃料費（青色防犯パトロール車

両を除く車両の燃料費は対象外） 

⑷ 通信運搬費 事業の実施、連絡に要する郵便料等（電話料は対象外） 

⑸ 使用料及び賃借料 事業に要する会場使用料、機械等の借上料 

⑹ 原材料費 事業の実施に直接必要な原材料費 

⑺ 報償費 講演会・研修会等の講師、専門的技能を有する協力者へ

の謝礼等 

⑻ 旅費 講師・出演者等の交通費（団体の研修・視察旅費は対象

外） 

⑼ 食糧費 作業時の飲料費のみ 

⑽ その他 その他の経費で市長が必要と認める経費 
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（様式第１号） 

岡崎市地域協働推進事業費補助金交付申請書 

 

  年  月  日  

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

団体名  

代表者住所  

代表者職・氏名                                

電 話  

             ※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

    年度地域協働推進事業について、次のとおり岡崎市地域協働推進事業費補

助金を交付してください。 

 

１ 市費補助事業の目的 

   

 

２ 市費補助事業の内容 

   

 

３ 市費補助事業の完了予定期日 

      年  月  日 

 

４ 交付を受けようとする市費補助金の額 

  ￥    ．－ 

 

５ 市費補助事業の経費の配分及び経費の使用方法 

  別紙収支予算書のとおり 

 

６ 添付書類 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ 役員名簿 

⑷ 定款、規約、会則等 
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（様式第２号） 

岡崎市指令 第 号 

 

団体名                 

代表者              様  

 

岡崎市地域協働推進事業費補助金交付決定通知書 

 

    年 月 日付けで交付申請のありました岡崎市地域協働推進事業費補助金

については、次のとおり交付することを決定しました。 

 

   年 月 日 

 

岡崎市長            

 

１ 市費補助金の対象となる事業及びその内容は、  年  月  日付けの交付

申請書記載のとおりとします。 

２ 市費補助事業に要する経費及び市費補助金の額は、次のとおりとします。 

   市費補助事業に要する経費 ￥    ．－ 

   市費補助金の額 ￥    ．－ 

３ 市費補助事業に要する経費の配分は、交付申請書記載のとおりとします。 

４ 市費補助金の額は、市費補助事業に要する経費の 10 分の 10 の額とし、当該市

費補助事業に要する経費の確定額が、２の「市費補助事業に要する経費」を超え

る場合においても２の「市費補助金の額」とし、２の「市費補助事業に要する経

費」を下回り、かつ２の「市費補助金の額」を下回った場合においては２の「市

費補助金の額」は変更するものとします。 

５ 補助条件は、次のとおりとします。 

⑴ 事業の内容を変更する場合及び事業を中止し、又は廃止する場合において

は、市長の承認を受けること。 

⑵ 補助金を受けた団体は、実績報告書を補助事業完了の日後 30 日以内（30 日以

内に当該年度の末日が到来する場合にあっては、当該年度の末日までの間)に、

次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

ア 市費補助金実績報告書 

イ 事業報告書 

ウ 収支決算書 

エ 事業に支出した領収書の写し 
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（様式第３号） 
岡崎市地域協働推進事業費補助金変更承認申請書 

 
年  月  日  

 
（宛先）岡 崎 市 長 

 
団体名  
代表者住所  

 代表者職・氏名                                
電 話 

             ※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 
 
  年  月  日に交付決定を受けた岡崎市地域協働推進事業費補助金につ

いて、次のとおり変更を申請します。 
 

１ 事業の変更内容 

変更前の内容 変更後の内容 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
２ 変更理由 
  
 
３ 変更後の市費補助金の額 
  ￥    ．－ 
 
４ 添付書類 

⑴   変更事業計画書 

⑵   変更収支予算書 
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（様式第４号） 

岡崎市指令 第 号 

 

団体名                 

代表者              様  

 

 

岡崎市地域協働推進事業費補助金変更承認通知書 

 

年 月 日付けで変更交付申請のありました岡崎市地域協働推進事業費補

助金については、次の条件を付けて承認します。 

 

       年 月 日 

 

岡崎市長            

 

１ この補助金の対象となる事業について、補助事業の目的や内容等は、変更交付

申請書記載のとおりとします。 

 

２ 補助金の変更交付決定額は、次のとおりとします。 

 

           ￥           ．－   
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（様式第５号） 

岡崎市地域協働推進事業費補助金実績報告書 

 

    年  月  日  

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

団体名  

代表者住所  

代表者職・氏名                                

電 話 

 ※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

  年  月  日付け  岡崎市指令  第              号で岡崎市地域

協働推進事業費補助金の交付決定がありました事業は、次のとおり完了しました。 

 

１ 市費補助事業の名称 

 

 

２ 市費補助金の交付決定額及びその精算額 

交付決定額 ￥    ．－ 

精 算 額 ￥    ．－ 

 

３ 市費補助事業の実施期間 

    年  月  日 から     年  月  日まで 

 

４ 市費補助事業の成果 

   

 

 

５ 添付書類 

⑴ 事業報告書 

⑵ 収支決算書 

⑶ 事業に支出した領収書の写し 

⑷  事業に係るパンフレット及び写真 
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（様式第６号） 

岡崎市指令 第 号 

 

団体名                 

代表者              様  

 

岡崎市地域協働推進事業費補助金交付額確定通知書 

 

   年 月 日付けで実績報告のありました岡崎市地域協働推進事業費補助金

について、次のとおり確定しました。 

 

    年 月 日 

 

岡崎市長            

 

 

１ 交付決定金額 ￥    ．－ 

２ 確 定 金 額 ￥    ．－ 
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（様式第７号） 

複数事業調書 

 

 

 

  年  月  日  

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

学区名 

学区総代会長氏名 

               ※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

 （学区名）学区において、 年度の岡崎市地域協働推進事業費補助金の事業につ

いては以下のとおりです。 

 

 

 

 団体名 事業名 
市費補助事業 

に要する経費 
市費補助金の額 

１     

２     

３     

合計   
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（様式第８号） 

複数事業変更調書 

 

 

  年  月  日  

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

学区名 

学区総代会長氏名 

               ※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

 （学区名）学区において、 年度の岡崎市地域協働推進事業費補助金の事業の変

更については以下のとおりです。 

 

＜変更前＞ 

 団体名 事業名 
市費補助事業 

に要する経費 
市費補助金の額 

１     

２     

３     

合計   

 

＜変更後＞ 

 団体名 事業名 
市費補助事業 

に要する経費 
市費補助金の額 

１     

２     

３     

合計   
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（様式第９号） 

複数事業実績報告書 

 

 

 

  年  月  日  

 

（宛先）岡 崎 市 長 

 

学区名 

学区総代会長氏名 

               ※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

 （学区名）学区において、次のとおり 年度の岡崎市地域協働推進事業費補助金

の事業の実績を報告します。 

 

 

 

 団体名 事業名 
市費補助事業 

交付決定額 

市費補助金の精算

額 

１     

２     

３     

合計   

 


